
 

 

いつも JA をご利用いただき、ありがとうございます。 

令和５年４月から地方税統一QRコード（eL-QR）を活用した地方税の納付が開始していますが、このたび当組合

窓口におきまして、令和7年1月20日より、地方税統一QRコード付納付書であれば、全国の地方公共団体の納税

受付が可能となります。※窓口で納付される際は、「金銭収納受入表」をご記入いただく必要があります。 

 

■ QR コードが印刷される主な納付書 

固定資産税・都市計画税・自動車税種別割・軽自動車税種別割 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ご留意事項 

納付書上の QR コードを読取り手続きを行いますので、納付書に印刷された金額のみお支払いすることが出来ます。延

滞金については地方団体から別途送付される納付書にてお支払いください。 

■ 利用者へのお知らせ 

店舗窓口での納税のみならず、お持ちのスマートフォンやパソコンでいつでもどこでも簡単に納付することができます。 

この機会に、ぜひご利用ください。 

納付方法 チャネル 決済方法 利用可能端末 備考 

 

 

当組合 

JA バンクアプリ PayB による収納 スマートフォン JA バンクアプリのダウンロードが必要 

JA ネットバンク 
Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）

収納（※） 

スマートフォン

パソコン 
JA ネットバンクの申込が必要 

ATM 
Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）

収納（※） 
－ － 

窓口 － － 

地方税お支払いサイト クレジットカード など 
スマートフォン

パソコン 

詳しくは、「地方税お支払いサイト」を

ご確認ください。 

（※）Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）収納の場合、収納機関番号等の入力が必要です（地方税統一QRコード（eL-QR）の読取は不要）。 

（令和6年12月23日現在） 

 

地方税統一 QR コードを活用した納付について 


